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市役所 蕕24－2111（代表）

対
象
年
齢
が
七
十
五
歳
に
引
き
上
げ
に

老
人
保
健
の
対
象
年
齢
が
七
十
歳
か
ら
七
十
五
歳
以

上
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
昭
和
七
年
十
月
一
日
以
降
に
生

ま
れ
た
人
は
、
七
十
五
歳
か
ら
老
人
保
健
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
既
に
老
人
保
健
の
人
は
、
引
き
続

き
対
象
と
な
り
ま
す
。

医
療
費
の
窓
口
負
担
が
一
割
負
担
に
な
り
ま
す

一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る

人
は
二
割
負
担
と
な
り
ま
す

が
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る

場
合
、
申
請
に
よ
り
一
割
負

担
に
な
り
ま
す
。

世
帯
で
七
十
歳
以
上
の
人
が

・
一
人
の
場
合
…
収
入
が
四

百
五
十
万
円
未
満

・
二
人
以
上
の
場
合
…
収
入

の
合
計
が
六
百
三
十
七
万
円
未
満

※
十
月
十
一
日
ま
で
に
収
入
額
を
証
明
で
き
る
書
類
を

添
付
し
て
申
請
さ
れ
た
人
は
、
十
月
一
日
か
ら
一
割

負
担
に
な
り
ま
す
が
、
申
請
が
遅
れ
る
と
申
請
し
た

月
の
翌
月
か
ら
一
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

老
人
医
療
受
給
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

（
色
は
今
ま
で
ど
お
り
の
白
色
で
す
）

医
療
機
関
で
は
、
患
者
負
担
の
割
合（
一
割
ま
た
は
二

割
）を
こ
の
受
給
者
証
で
確
認
し
ま
す
。
な
お
、
今
ま
で
の

受
給
者
証
は
無
効
に
な
り
ま
す
の
で
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
場
合

払
い
戻
し
を
受
け
ら
れ
ま
す

十
月
か
ら
は
原
則
と
し
て
、
い
っ
た
ん
窓
口
負
担
分
で

あ
る
医
療
費
の
一
割（
ま
た
は
二
割
）を
支
払
い
、【
表
1
】

の
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
分
は
高
額
医
療
費
と
し
て

後
で
払
い
戻
し
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

入
院
の
場
合
は
限
度
額
ま
で
の
支
払
い
と
な
り
ま
す
。

老
人
保
健
対
象
者

■
問
い
合
わ
せ

保
険
年
金
課
保
険
給
付
係

（
1
階
②
番
窓
口
）内
線
1
3
4
〜
1
3
6
へ

・低所得Ⅱとは、属する世帯の世帯主および世帯員全体が住民税非課税の人

・低所得Ⅰとは、属する世帯の世帯主および世帯員全体が住民税非課税で、

その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人

・（ ）内の金額は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。

・上位所得者とは、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得

額が670万円を超える世帯にあたります。

・（ ）内の金額は、過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場

合の、4回目以降の限度額です。

1カ月の自己負担限度額（国民健康保険および老人保健）

1カ月の自己負担限度額（国民健康保険）

上位所得者
139,800円 ＋(77,700円)

自己負担限度額
（国保世帯単位狡）

医療費が699,000円を超えた
場合は、超えた分の1％を加算

一般
72,300円 ＋(40,200円)

医療費が361,500円を超えた
場合は、超えた分の1％を加算

住民税非課税世帯
35,400円
(24,600円)

低所得Ⅰ

低所得Ⅱ

一般

一定以上所得者 2割

1割

医療費
の負担

40,200円

12,000円

8,000円

72,300円 ＋（40,200円)

外来（個人単位狢）
自己負担限度額
外来＋入院（世帯単位狠）

医療費が361,500円
を超えた場合は、超
えた分の1％を加算

40,200円

24.600円

15,000円

住
民
税
非
課
税
世
帯

一般 1割負担
一定以上所得者 2割負担
※住民税課税所得が124万円以上の人と、
その人と同じ世帯に属する70歳以上の人

●医療費の自己負担割合
蜑
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
個
別
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ
は
14
謨
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

表2
70歳未満

表1

70歳以上

10月1日から

国民健康保険と
老人保健が変わります
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10月1日から

国民健康保険と
老人保健が変わります

医療制度の改正により、10月1日から国民健康保険
に加入している70歳以上の人と3歳未満の乳幼児の医
療費の自己負担割合や、老人保健の対象となる年齢と
医療費の自己負担割合が変わります。
今号では、主な改正点についてお知らせします。

医
療
費
の
窓
口
負
担
が
変
わ
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
医
療
費
の
自
己
負
担
割

合
が
一
部
変
更
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
の「
七
十
歳
以
上
」と
は
、
平
成
十
四
年
十

月
一
日
以
降
に
七
十
歳
に
な
る
人
の
こ
と
で
す
。
そ

れ
以
前
に
七
十
歳
の
人
お
よ
び
七
十
歳
未
満
で
老
人

保
健
対
象
者
は
、
今
ま
で
ど
お
り
老
人
保
健
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

※
一
定
以
上
所
得
者
と
は
、
住
民
税
の
各
種
控
除
後

の
課
税
所
得
が
年
額
百
二
十
四
万
円
以
上
に
な
る

人
と
、
そ
の
人
と
同
じ
世
帯
に
属
す
る
七
十
歳
以

上
の
人（
七
十
歳
未
満
で
老
人
保
健
対
象
者
も
含

む
）の
こ
と
で
す
。

十
月
一
日
以
降
に
七
十
歳
に
な
る
人
に

高
齢
受
給
者
証（
ふ
じ
色
）が
交
付
さ
れ
ま
す

平
成
十
四
年
十
月
一
日
以
降
に
七
十
歳
に
な
る
人

に
は
負
担
割
合（
一
割
ま
た
は
二
割
）が
記
載
さ
れ
た
、

ふ
じ
色
の
高
齢
受
給
者
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
は
保
険
証
と
高
齢
受
給

者
証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
高
齢
受
給
者
証
を
持
た

ず
に
医
療
機
関
に
か
か
る
と
二
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
場
合

払
い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す

一
カ
月
の
医
療
費
が
、
次
の
よ
う
に
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
高
額
に
な
っ
た
場
合
、
限
度
額
を
超
え

た
分
が
後
か
ら
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
同
じ
世
帯
で
高
額
の
自
己
負
担
額
が
複
数

あ
っ
た
場
合
に
は
、
合
算
さ
れ
ま
す
。

■
七
十
歳
未
満
の
人
は
、
同
じ
月
内
に
、
同
じ
医
療

機
関
に
支
払
っ
た
自
己
負
担
額
が
、【
表
2
】の
自
己

負
担
限
度
額（
国
保
世
帯
単
位
狡
）を
超
え
た
場
合

■
七
十
歳
以
上
の
人
は
、
同
じ
月
内
の
外
来
の
自
己

負
担
額
を
個
人
単
位
で
合
算
し
た
金
額
が
、【
表
1
】

の
自
己
負
担
限
度
額（
個
人
単
位
狢
）を
超
え
た
場
合

（
た
だ
し
、
入
院
の
場
合
は
限
度
額
ま
で
の
支
払
い

と
な
り
ま
す
）

■
七
十
歳
未
満
の
人
と
七
十
歳
以
上
の
人
で
世
帯
合

算
す
る
場
合

漓
七
十
歳
以
上
の
人
の
外
来
分
を
個
人
単
位
で
合
算

し
、【
表
1
】の
自
己
負
担
限
度
額（
個
人
単
位
狢
）

を
適
用
し
た
後
、

滷
入
院
を
含
め
た【
表
1
】の
自
己
負
担
限
度
額（
世

帯
単
位
狠
）を
適
用
し
ま
す
。

澆
こ
れ
に
七
十
歳
未
満
の
人
の
自
己
負
担
額
が
二
万

一
千
円
以
上
の
も
の
を
あ
わ
せ
て
、【
表
2
】の
自
己

負
担
限
度
額（
国
保
世
帯
単
位
狡
）を
適
用
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
加
入
者

3歳未満の乳幼児 2割負担

3歳以上70歳未満 3割負担
退職者医療制度該当者 2割負担(被扶養者は入院2割、外来3割負担)
70歳以上75歳未満 1割負担
一定以上所得者※ 2割負担
70歳になる月の翌月（1日生まれの
方は誕生月）から対象となります

●医療費の自己負担割合


